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文
部
科
学
省
、
農
林
水
産
省
、 

○
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
令
第 

 
 

号 
 

環 
境 

省 
環
境
教
育
等
に
よ
る
環
境
保
全
の
取
組
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
二
十
条
第
一

項
第
三
号
及
び
第
二
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
環
境
教
育
等
に
よ
る
環

境
保
全
の
取
組
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
年 

 

月 
 

 

日 

文
部
科
学
大
臣 

●
● 

●
● 

農
林
水
産
大
臣 

●
● 

●
● 

経
済
産
業
大
臣 

●
● 

●
● 

国
土
交
通
大
臣 

●
● 

●
● 

環
境
大
臣 

●
● 

●
●  

環
境
教
育
等
に
よ
る
環
境
保
全
の
取
組
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

環
境
教
育
等
に
よ
る
環
境
保
全
の
取
組
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
文
部
科
学
省
・
農
林
水 



  

2 

産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 

（
体
験
の
機
会
の
場
の
認
定
の
基
準
） 

第
八
条 

法
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

六 

認
定
の
申
請
に
係
る
体
験
の
機
会
の
場
で
行
う
事
業
に
一
年
以
上
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を

有
す
る
者
に
よ
り
行
わ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
指
導
の
下
に
適
切
に
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
体
験
の
機
会
の
場
の
認
定
の
基
準
） 

第
八
条 

法
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

六 

認
定
の
申
請
に
係
る
体
験
の
機
会
の
場
で
行
う
事
業
に
三
年
以
上
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を

有
す
る
者
に
よ
り
行
わ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
指
導
の
下
に
適
切
に
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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２ 

（
略
） 

  

（
認
定
の
申
請
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
認
定
の

申
請
に
係
る
体
験
の
機
会
の
場
で
行
う
事
業
の
実
績
を
記
載
し
た
書
類 

 

五
～
十
一 

（
略
） 

  

（
運
営
の
状
況
の
報
告
） 

第
十
二
条 

法
第
二
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
前
年
度
に
お

け
る
認
定
に
係
る
体
験
の
機
会
の
場
で
行
う
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
削
る
。
） 

 

一 

実
施
の
内
容 

二 

実
施
の
目
的 

三 

実
施
の
期
間 

四 

実
施
の
回
数 

五 

参
加
に
要
す
る
費
用 

２ 

（
略
） 

 

（
認
定
の
申
請
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

直
近
の
三
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
認
定
の
申
請
に
係
る
体

験
の
機
会
の
場
で
行
う
事
業
の
実
績
を
記
載
し
た
書
類 

 

五
～
十
一 

（
略
） 

 

（
運
営
の
状
況
の
報
告
） 

第
十
二
条 

法
第
二
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
日
ま
で
に
提
出
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

前
年
度
に
お
け
る
認
定
に
係
る
体
験
の
機
会
の
場
で
行
う
事
業
の
実
施

の
状
況 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 



  

4 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

六 

参
加
者
数 

 
七 

参
加
者
又
は
実
施
者
の
生
命
又
は
身
体
に
つ
い
て
被
害
が
発
生
し
た
事

故
の
有
無
並
び
に
当
該
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
内
容
及
び
再
発
を
防
止

す
る
た
め
に
講
じ
た
措
置 

 

八 

収
支
決
算 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事
業
に
関
す
る
事

項
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
に
お
け
る
認
定
に
係
る
体
験
の
機

会
の
場
で
行
う
事
業
が
年
度
を
超
え
て
行
わ
れ
る
場
合
等
年
度
ご
と
の
事
業

に
関
す
る
事
項
の
報
告
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る

期
間
に
お
け
る
事
業
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

  

二 

前
号
の
事
業
に
係
る
収
支
決
算 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
に
お
け
る
認
定
に
係
る

体
験
の
機
会
の
場
で
行
う
事
業
が
年
度
を
超
え
て
行
わ
れ
る
場
合
等
年
度
ご

と
の
実
施
の
状
況
及
び
収
支
決
算
の
報
告
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府

県
知
事
が
定
め
る
期
間
に
お
け
る
実
施
の
状
況
及
び
収
支
決
算
と
す
る
。 

 

 
 


